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計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に

指定通所リハビリテーションの提供を終了した場合におい

て、同一の利用者に対して、再度指定通所リハビリテーシ

ョンを行ったときは、実施期間中に指定通所リハビリテー

ションの提供を終了した日の属する月の翌月から６月以内

の期間に限り、１日につき所定単位数の100分の15に相当

する単位数を所定単位数から減算する。

12 （略） 12 （略）

13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都 （新設）

道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所

において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共

同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリス

ク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注

において同じ。）を行った場合は、栄養アセスメント加算

として、１月につき50単位を所定単位数に加算する。ただ

し、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した

日の属する月は、算定しない。

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管

理栄養士を１名以上配置していること。

⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種

の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者

又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要

に応じ対応すること。

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し

、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用してい

ること。

⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通

所リハビリテーション事業所であること。
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14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし 13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又は て都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又は

そのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行っ そのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行っ

た場合は、栄養改善加算として、３月以内の期間に限り１ た場合は、栄養改善加算として、３月以内の期間に限り１

月に２回を限度として１回につき200単位を所定単位数に 月に２回を限度として１回につき150単位を所定単位数に

加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごと 加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごと

の利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず の利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず

、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められ 、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められ

る利用者については、引き続き算定することができる。 る利用者については、引き続き算定することができる。

15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハ 14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハ

ビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中 ビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中

６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は ６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利
くう

栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養ス 用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の
くう

クリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回に 場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、 ）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては に、栄養スクリーニング加算として１回につき５単位を所

、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者につい 定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該

て、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算 事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している
くう

を算定している場合にあっては算定しない。 場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算

定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改

善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

イ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 （新設）(Ⅰ)
くう

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算 ５単位 （新設）(Ⅱ)
くう

16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし 15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用 て都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用
くう くう

者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口 者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口

腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃 腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃
くう くう くう くう

の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指 の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指
えん えん

導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は 導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの（以下この注において「口 向上に資すると認められるもの（以下この注において「口

腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機 腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機
くう くう くう くう


